誓　約　書別添様式第２号

令和８年度もも・すもも生産拡大支援事業費補助金の交付を受けるにあたり、以下の内容について誓約します。✔

１．県や農業協同組合などが開催する農作業安全に関する講習会・勉強会へ積極的に参加します。✔


２．競争力強化支援・生産拡大支援の活用にあたり、事業完了の翌年度から起算して８年または導入する機械等の財産処分制限期間のいずれか長い期間は、同規模にてもも・すもも栽培を継続します。✔

３．当事業にて導入する機械等については、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門が実施する安全性検査の結果を踏まえて選定します。トラクターのみが対象
✔

４．当事業にて導入する機械等については、その品質を十分に検討するとともに、財産処分制限期間を経過するまで、故障時には自費で修繕し、継続して活用します。✔

５．当事業にて導入する機械等については、当事業の趣旨に沿った目的のみに使用し、他用途には使用しません。✔

６．当補助金に関連する申請の内容は十分に確認するとともに、万が一、事実と異なる場合には、すみやかに補助金を返還します。✔

７．当補助金に関連して、国・県からの調査が行われる場合は積極的に協力します。✔

８．（本則課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免税事業者）であることに相違ありません。✔

９．以下の事項について誓約するとともに、県が必要な場合には山梨県警察本部に紹介することについて承諾します。また、照会で確認された情報は、今後、私と県が行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
（１）自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
① 暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
② 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
④ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者
（２）（１）の②から⑥に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。や ま な し     　た    ろう
（　 　ふ 　　り　　 が　　 な　 　）

事業実施主体・取組主体名：　山　梨　　太　郎　　　　　　　　　　　　　　　　（　ふ　り　が　な）

代表者氏名・印：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　法人の場合は役職と代表者名を記載してください。
山梨

住　　所：　甲府市丸の内１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生年月日：（大正・昭和・平成・令和）　４０年　　４月　　１日
連絡先（電話・メール）：　０９０－１１１１－１１１１　　　　　　　　　　　　 
